
証券コード：6292

2026年６月26日（金曜日）午前10時
（受付開始 午前９時）

大阪市北区梅田３丁目１番１号
ホテルグランヴィア大阪20階「鳳凰」

第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取

締役を除く。）３名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役２名

選任の件
第４号議案 補欠の監査等委員である取締

役１名選任の件

インターネットまたは書面による議決権行使期限
2026年６月25日（木曜日）午後５時30分まで

開催
日時

開催
場所

決議
事項

株主総会にご来場の株主様へのお土産のご
提供は、行っておりません。
株主総会資料の電子提供制度が導入されま
したが、書面交付請求の有無に関わらず、
一律に書面でお送りしております。

第77期

定時株主総会
招 集 ご 通 知
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証券コード 6292
2026 年 ６ 月 ５ 日

（電子提供措置の開始日 2026年６月３日）

株 主 各 位
大阪市西区阿波座１丁目15番15号

取締役社長 白 石 亙

第77期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は、格別のご高配を賜りありがたく御礼申しあげます。

さて、当社第77期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の以下のウェブサ

イトに電子提供措置事項を掲載しております。

【当社ウェブサイト】
https://www.kawata.cc/ir/library/

また、当社ウェブサイトのほか、以下のウェブサイトにも掲載しております。

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

ウェブサイトにアクセスして、銘柄名（会社名）または証券コードを入
力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択し、「株主総会招
集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

なお、議決権行使につきましては、当日のご出席のほか、インターネットまたは書面により行
使することができます。お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、「議決権行使の方法に
ついてのご案内」及び「インターネットによる議決権行使のご案内」（３〜４ページ）に従って、
2026年６月25日（木曜日）午後５時30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申し
あげます。

敬 具
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記

1. 日 時 2026年６月26日（金曜日）午前10時（受付開始 午前９時）
2. 場 所 大阪市北区梅田３丁目１番１号

ホテルグランヴィア大阪 20階「鳳凰」
3. 目 的 事 項

報 告 事 項 1. 第77期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告及び連結
計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報
告の件

2. 第77期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書類報告の件
決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

４. 招集にあたっての決定事項
（１）電子提供措置事項のうち「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」、「株主資本等変

動計算書」、「個別注記表」、「連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書」、「会計監査
人の監査報告書」及び「監査等委員会の監査報告書」につきましては、法令及び当社定
款第14条第2項の規定に基づき、株主様に対して交付する書面には記載しておりませ
ん。従って、当該書面は、監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が
監査をした対象書類の一部であります。

（２）インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによ
る議決権行使を有効とさせていただきます。また、インターネットにより複数回にわた
り議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

（３）議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたも
のとして取り扱わせていただきます。

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
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議決権行使の方法についてのご案内

議決権行使の方法は、以下の方法がございます。株主総会参考書類をご検討のうえ、ご行使い
ただきますようお願い申しあげます。

インターネットによる行使の場合
次ページの案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限 2026年６月25日（木曜日）午後５時30分まで

書面による行使の場合
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限 2026年６月25日（木曜日）午後５時30分到着

株主総会にご出席の場合
同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

開催日時 2026年６月26日（金曜日）午前10時
（受付開始 午前９時）
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議決権行使書
〇〇〇〇株式会社 御中
株主総会日
〇年〇月〇日

議決権の数
〇〇〇〇個

〇〇〇〇株
〇〇〇〇個

1.
2.

3.

ログインＩＤ
仮パスワード

「ログイン用ＱＲ
コード」はこちら

3.

入力後、｢ログイン｣をクリック
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インターネットによる議決権行使のご案内

行使期限 2026年６月25日（木曜日）午後５時30分まで
ただし、毎日午前２時30分から午前４時30分までは取扱いを休止します。

ＱＲコードを読み取る方法 ログインＩＤ・仮パスワードを入力する方法
ＱＲコードを読み取ることで、ログインＩＤ・パス
ワードの入力が不要になります。

１. 議決権行使書に記載された「ログイン用ＱＲコ
ード」を読み取ってください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

２. 以降は画面の案内に従って賛否をご入力くださ
い。

議決権行使ウェブサイト
https://evote.tr.mufg.jp/

１. 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてくださ
い。

２. 議決権行使書に記載された「ログインＩＤ」及
び「仮パスワード」をご入力ください。

３. 以降は画面の案内に従って賛否をご入力くださ
い。

◎インターネットのご利用環境やご加入のサービス、ご使用の機種によっては、議決権行使サ
イトがご利用できない場合があります。詳細につきましては、下記ヘルプデスクにお問い合
わせください。

◎議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料・通信料等は、株主
様のご負担となります。

システム等に関する
お問い合わせ

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
0120-173-027 （通話料無料）受付時間 午前９時〜午後９時
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件

当社は安定的な配当を維持しつつ、株主の皆様への配当（利益還元）を充実させること
を経営の重要政策の一つとして位置付けるとともに、中長期的には安定した事業成長を図
り株主価値を持続的に向上させるため、業績の進展状況等を勘案し、新規事業開発や戦略
投資等に内部留保資金を投下していくことを基本方針としております。

第77期につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
（１）配当財産の種類

金銭といたします。
（２）配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき 金19円
配当総額134,552,148円

（注）既にお支払いしております中間配当（１株につき19円）を含めました当事業年度の年間配
当は、１株につき38円となります。

（３）剰余金の配当が効力を生じる日
2026年６月29日（月曜日）
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名全員が任期満

了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名の選任をお願いする
ものであります。

なお、監査等委員会としては、各候補者の選任について、株主総会で陳述すべき特段の
事項はないとの結論に至りました。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 現在の当社における地位及び担当 取締役会

出席状況

１ 白
しら

石
いし

亙
わたる

再任 代表取締役 取締役社長
グループ経営担当（管理）

13回/13回
（100.0％）

２ 白
しら

井
い

英
ひで

徳
のり

再任
取締役
グループ経営担当（製造・開発）
執行役員 品質保証部門統括

13回/13回
（100.0％）

３ 橋
はし

本
もと

敏
とし

郎
ろう

再任
取締役
グループ経営担当（営業・サービス・事業企画）
執行役員 営業企画部門統括

12回/13回
（92.3％）
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

１

白
しら

石
いし

亙
わたる

（1963年12月25日生）

1986年４月 三洋電機㈱入社
1990年４月 積水化学工業㈱入社
2003年９月 当社入社
2009年10月 財務経理部長
2012年６月 執行役員就任
2013年６月 取締役就任
2018年６月 常務取締役就任
2019年１月 代表取締役社長就任（現任）
（重要な兼職の状況）

カワタU.S.A. INC.代表取締役社長
川田機械製造（上海）有限公司董事長

23,827株

（候補者とした理由）
白石 亙氏は、上場会社で経理及び経営管理分野の経験を経て、2003年に当社に入社しました。入

社後は、財務会計分野での豊富な経験と専門知識を活かして、財務経理部門の業務に従事してまいりま
した。2013年からは取締役、2018年からは常務取締役、そして2019年１月からは業務執行の最高責任
者である代表取締役社長に就任し、当社グループ経営における事業全般を通じて業績拡大に努めてお
り、今後更なる企業価値向上の実現を図るために適切な人材と判断し、引き続き取締役候補者として選
任をお願いするものであります。

２

白
しら

井
い

英
ひで

徳
のり

（1966年３月17日生）

1986年４月 当社入社
2012年４月 設計二部長
2013年３月 執行役員就任
2013年６月 取締役就任（現任）

代表取締役社長就任
2019年１月 執行役員就任（現任）
（重要な兼職の状況）

川田國際股份有限公司董事長

23,221株

（候補者とした理由）
白井英徳氏は、当社入社以来、長年にわたって設計部門で培ってきた豊富な実務経験に加え、2013

年からは業務執行の最高責任者である代表取締役社長を務め、当社グループの成長に力を尽くし、
2019年１月からは当社グループ経営において製造・開発部門を中心に業績拡大に努めております。今
後も当社の企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役候補者として選任をお願
いするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

３

橋
はし

本
もと

敏
とし

郎
ろう

（1961年９月4日生）

1986年５月 当社入社
2009年10月 執行役員就任（現任）

西日本営業部長
2017年 4 月 東日本営業部長
2020年 4 月 サービス部長
2023年６月 取締役就任（現任）

10,450株

（候補者とした理由）
橋本敏郎氏は、入社以来、長年にわたり販売活動に従事し、海外勤務経験のほか、新規事業担当とし

ての経験も積んでまいりました。また、2020年4月からはサービス部門における責任者を経験し、その
知見を高めました。これらのことから、当社の企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き
続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

（注）1. 各取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2. 各取締役候補者が所有する当社株式の数には、カワタ役員持株会における2026年３月31日時点の本

人持分を含んでおります。
3. 当社は、取締役等が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするために、

取締役等を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を締結しており、取締役に就任した場合には、
各候補者は当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約では、被保険者である取締役等がそ
の職務の遂行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生
ずることのある損害について填補することとされています。ただし、法令違反の行為であることを
認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。保険
料は特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該
保険契約には免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としないこ
ととされています。なお、当社は毎年11月１日に当該保険契約を更新しており、次回更新時には同
内容での更新を予定しております。
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第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
本総会終結の時をもって監査等委員である取締役佐々木清一及び玉置繁之の両氏が任期

満了となりますので、監査等委員である取締役２名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出につきましては、予め監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 現在の当社における地位及び担当 取締役会

出席状況

１ 佐
さ

々
さ

木
き

清
きよ

一
かず

再任 社外 独立
取締役（社外）
監査等委員
独立役員

13回/13回
（100.0％）

２ 玉
たま

置
き

繁
しげ

之
ゆき

再任 社外 独立
取締役（社外）
監査等委員
独立役員

13回/13回
（100.0％）
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

１

佐
さ

々
さ

木
き

清 一
きよ かず

（1976年11月7日生）
社外取締役

（独立役員）

2004年10月 弁護士登録
弁護士法人淀屋橋・山上合同入所

2010年 4 月 同所パートナー就任
2016年 4 月 梅田中央法律事務所設立

梅田中央法律事務所 代表弁護士（現任）
2024年６月 当社取締役（監査等委員）就任（現任）
（重要な兼職の状況）

梅田中央法律事務所 代表弁護士

−株

（候補者とした理由及び期待される役割の概要）
佐々木清一氏は、2004年10月に弁護士法人に入所し、2016年４月には法律事務所を設立し代表弁護

士として弁護士業務に携わってきた知識や経験から、法律の専門的知識や経験等を有しております。
同氏は過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で企業経営に関与した経験はありま

せんが、2024年６月からは当社の社外取締役（監査等委員）を務めており、法律の専門家として、経
営から独立し中立的な立場で取締役会の意思決定や監督機能の実効性の強化に向けて意見、監督及び助
言をしてまいりました。

同氏には、経営全般に対する中立的で公正な意見、監督及び助言を期待しております。
これらの理由から、引き続き当社の監査等委員である社外取締役候補者として選任をお願いするもの

であります。なお、同氏が当社の監査等委員である社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の
時をもって２年となります。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

２

玉
たま

置
き

繁
しげ

之
ゆき

（1987年３月11日生）
社外取締役

（独立役員）

2009年４月 新日本有限責任監査法人入所
2012年９月 公認会計士登録
2014年７月 ㈱プロキューブジャパン入社

あおぞら監査法人代表社員就任
2019年２月 玉置公認会計士事務所入所（現任）
2024年６月 当社取締役（監査等委員）就任（現任）
（重要な兼職の状況）

玉置公認会計士事務所 公認会計士

−株

（候補者とした理由及び期待される役割の概要）
玉置繁之氏は、2009年４月に監査法人に入所し、2014年７月には監査法人の代表社員に就任し、公

認会計士業務に携わってきた知識や経験から、財務、会計に関する相当程度の知見を有しております。
同氏は過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で企業経営に関与した経験はありま

せんが、2024年６月からは当社の社外取締役（監査等委員）を務めており、財務・会計の専門家とし
て、経営から独立し中立的な立場で強固な財務基盤及び財務報告の正確性の確保に向けて意見、監督及
び助言をしてまいりました。

同氏には、経営全般に対する中立的で公正な意見、監督及び助言を期待しております。
これらの理由から、引き続き当社の監査等委員である社外取締役候補者として選任をお願いするもの

であります。なお、同氏が当社の監査等委員である社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の
時をもって２年となります。

（注）1. 監査等委員である取締役候補者両氏と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2. 佐々木清一及び玉置繁之の両氏が監査等委員である取締役に再任された場合、当社は、会社法第427

条第１項に基づき、両氏との間でそれぞれ同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を継続
する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める金額とします。

3. 佐々木清一及び玉置繁之の両氏は、社外取締役候補者であり、当社が定める独立性の要件を満たし
ております。両氏は、㈱東京証券取引所の定める独立役員として届け出ており、両氏の選任が承認
された場合は、引き続き独立役員となる予定であります。

4. 当社は、取締役等が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするために、
取締役等を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を締結しており、監査等委員である取締役に
就任した場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約では、被保険者
である取締役等がその職務の遂行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受
けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。ただし、法令違反
の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事
由があります。保険料は特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担
はありません。当該保険契約には免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填
補の対象としないこととされています。なお、当社は毎年11月１日に当該保険契約を更新しており、
次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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5. 当社の社外役員の独立性基準は、以下のとおりであります。
「社外役員独立性基準」
当社は、当社の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、社外取締役が
可能な限り独立性を有していることが望ましいと考えます。
当社は、当社における社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役（その候補者も含
む。以下同様）が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していな
いものとみなします。

1. 当社及びその連結子会社（以下「当社グループ」と総称する）の出身者（業務執行取締役、
執行役員その他これらに準じる者及び使用人）

2. 当社の大株主（議決権ベースで５％以上を保有する株主）
3. 次のいずれかに該当する企業等の業務執行者

(１)当社グループの主要な取引先（取引金額が連結売上高の２％を超えるもの）
(２)当社グループの主要な借入先（借入金残高が当社の連結総資産または当該金融機関の連

結総資産の２％を超える金融機関）
(３)当社グループが議決権ベースで10％以上の株式を保有する企業

4. 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
5. 当社グループから年間１千万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計

士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等
の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

6. 当社グループから年間１千万円を超える寄付を受けている者
7. 社外取締役の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
8. 近親者（配偶者及び二親等内の親族）が上記１から７までのいずれか（４項及び５項を除

き、重要な者（取締役、監査役、執行役員及び部長職以上の業務執行者）に限る）に該当す
る者

9. 過去５年間において、上記２から８までのいずれかに該当していた者
10. 前各項の定めにかかわらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在する

と認められる者
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（ご参考）第２号議案及び第３号議案が原案どおり承認可決された場合の株主総会後の取締役のスキルマトリッ
クスは以下のとおりです。

区 分 氏 名 企業経営 営 業 グローバル 研究開発 製造生産 法務、リスク
マネジメント 財務・会計 ESG、サステ

ナビリティ

取 締 役

白
しら

石
いし

亙
わたる ○ ○ ○ ○

白
しら

井 英 徳
い ひで のり ○ ○ ○ ○

橋
はし

本 敏 郎
もと とし ろう ○ ○ ○

取 締 役
監査等委員

田
た

端 久 和
ばた ひさ かず ○ ○ ○

佐
さ さ

々 木 清 一
き きよ かず ○

玉
たま

置 繁 之
き しげ ゆき ○ ○

各スキルの定義と選定理由
スキル スキルの定義 選定理由

企 業 経 営
当社代表取締役の経験、または他の会社にお
けるCEO等の最高責任者の経験や知見を有
すること。

経営トップとして明確な方向性を示し、リーダ
ーシップを発揮するなどの経営判断の経験と知
識は必要であるため。

営 業 当社または当社グループ企業における営業の
経験や知見を有すること。

既存市場や新規市場における動向を捉え、戦略を
構築し、業績拡大に資する経験と知識は必要であ
るため。

グローバル 当社または他の会社における海外事業の経験
や知見を有すること。

当社グループのグローバルな展開の成果を高める
にあたり、海外事業や海外赴任の経験と知識は必
要であるため。

研 究 開 発 当社または当社グループ企業における機械設
計・開発の経験や知見を有すること。

当社機器に関する専門性は、更なる技術革新や
新製品開発のために重要であり、その経験と知
識は必要であるため。

製 造 生 産 当社または当社グループ企業における機械製
造・生産の経験や知見を有すること。

製造業として、製造管理（適正在庫、原材料調
達）をはじめ安全な生産体制の整備は重要であ
り、その経験と知識は必要であるため。

法務、リスク
マネジメント

当社または他の会社等における法務、リスク
管理の経験や知見を有すること。弁護士等の
法律系の資格を有すること。

法務、リスクマネジメントは、適切な法令遵守と
企業体制の基礎となる部分であり、その経験と知
識は必要であるため。

財務・会計
当社または他の会社等における財務経理の経
験や知見を有すること。公認会計士、税理士
等の財務・会計に関する資格を有すること。

財務報告の正確性確保、強固な財務基盤を構築し
企業価値向上に向けた財務戦略を策定するため
に、これらの経験と知識は必要であるため。

ESG、サステ
ナビリティ

当社または当社グループ企業におけるESGに
関する専門性、SDGsをはじめとしたサステ
ナビリティに関する専門性を有すること。

持続可能な社会を実現するための組織、製品開発
は重要であり、そのための経験と知識は必要であ
るため。
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第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の

監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
伊藤芳伸氏が監査等委員である取締役に就任した場合、その任期は退任した監査等委員

である取締役の任期が満了する時までとなります。また、本選任の効力につきましては、
選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時ま
でとなります。

また、監査等委員である取締役に就任する前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締
役会の決議によりその選任を取り消すことができるものといたします。

なお、本議案の提出につきましては、予め監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

伊
い

藤
とう

芳
よし

伸
のぶ

（1954年２月28日生）
社外取締役

（独立役員）

1976年４月 ミノルタカメラ㈱入社
2003年11月 コニカミノルタフォトイメージングU.S.A.,INC.副社長就任
2005年２月 コニカミノルタフォトイメージングCanada, INC.社長＆CEO就任
2006年５月 コニカミノルタビジネスソリューションズU.S.A.,INC.副社長就任
2009年６月 コニカミノルタホールディングス㈱監査委員会室部長
2012年４月 コニカミノルタオプティクス㈱常勤監査役就任
2013年４月 コニカミノルタ㈱経営監査室オプティクスカンパニー調査役
2015年６月 当社取締役就任
2016年６月 当社取締役（監査等委員）就任

−株

（候補者とした理由及び期待される役割の概要）
伊藤芳伸氏は、異業種で経営者としての豊富な経験を有しております。2015年からは当社の社外取締役を、

2016年からは社外取締役（監査等委員）を務めており、社外取締役としての客観的な立場から、当社の取締
役会をはじめとする重要会議に出席し、経営全般に対する中立的で公正な意見、監督及び助言をいただきまし
た。

同氏には、当社において業務執行者から独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくこ
とを期待しております。

なお、同氏は、当社における社外取締役としての就任期間は、2015年６月から2024年６月までの９年間、
監査等委員である社外取締役の就任期間は、2016年６月から2024年６月までの８年間となります。
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（注）1. 補欠の監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 伊藤芳伸氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当社は、会社法第427条第１項に基づき、伊

藤芳伸氏との間で同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。な
お、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める金額とします。

3. 伊藤芳伸氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であり、当社が定める独立性の要件を満
たしており、同氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当社は、㈱東京証券取引所の定める
独立役員として届け出る予定であります。

4. 当社は、役員等賠償責任保険契約を締結しております。候補者が監査等委員である取締役に就任し
た場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。当該保険契約では、被保険者
である取締役等がその職務の遂行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受
けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。ただし、法令違反
の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事
由があります。保険料は特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担
はありません。当該保険契約には免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填
補の対象としないこととされています。
なお、当社は毎年11月１日に当該保険契約を更新しており、次回更新時には同内容での更新を予定
しております。

5. 当社の社外役員の独立性基準につきましては、第３号議案「監査等委員である取締役２名選任の件」
の欄外注記の５.（12ページ）に記載しておりますので、ご参照ください。

以 上
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事 業 報 告

(2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで)

１．企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当連結会計年度の世界経済は、米国の通商政策に翻弄され不透明感が高まる中、様子
見の傾向が強まる一方でＩＴ関連投資を中心に底堅さが見られたものの、ウクライナ紛
争の長期化に加え、足元では中東情勢の悪化による原油価格高騰も生じ、先行きに対す
る懸念が増大しております。

わが国経済においては、個人消費の改善やＤＸ、サプライチェーン強化に伴う設備投
資により緩やかな回復基調を維持しました。また、設備投資の動向を知るうえで先行指
標の一つである機械受注統計の推移を見ると、製造業の機械受注額は、造船、化学等の
特定業種の押し上げにより、2025年４月〜６月は13,174億円（前年同期比4.1％増）、７
月〜９月は13,616億円（同14.0％増）、10月〜12月は13,578億円（同3.9％増）、１月は
4,358億円、２月は5,695億円と、概ね堅調な推移となりました。一方、米国の通商政策
に対する不透明感は継続し、直近では地政学的リスクの高まりに伴う輸入インフレの再
燃により、全体的なコスト増が見込まれ、外部環境の変動に一層の注視が必要な状況に
あります。

このような環境下、当社グループは、プラスチック成形関連のコアビジネスにおきま
して、品質の向上、納期の確守、新製品の開発等、競争力強化によるマーケットシェア
の拡大を図るとともに、電池、食品、化粧品等の新規販売分野の開拓・拡大に注力して
まいりました。

しかしながら、当連結会計年度における受注高は、国内外の自動車業界向けを中心と
した射出成形関連の受注が低迷していることに加え、電気自動車（ＥＶ）向けのリチウ
ムイオン電池関連の投資低迷が影響し、前年同期比１億３千３百万円減（同0.7％減）の
187億７千４百万円（受注残高は前年同期比３億９千万円減（同4.9％減）の76億１千９
百万円）、売上高につきましても、前年同期比13億９千９百万円減（同6.7％減）の193
億６千７百万円となりました。

損益面では、販売費及び一般管理費は減少したものの、売上高の減少並びに売上総利
益率の低下（30.1％→29.2％）により、営業利益は前年同期比５億３千６百万円減（同
54.5％減）の４億４千７百万円、経常利益は為替差益８千５百万円の計上等により、前
年同期比４億６千万円減（同44.6％減）の５億７千２百万円となりました。
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特別損益では、固定資産売却益７百万円を特別利益に、固定資産除売却損１千万円、
中国子会社の事業体制再構築に伴う構造改革費用１億５千１百万円を特別損失に計上し、
更に法人税、住民税及び事業税４億１千２百万円、法人税等調整額マイナス３千５百万
円を計上したこと等により、親会社株主に帰属する当期純利益は前年同期比５億３千９
百万円減（同93.6％減）の３千６百万円となりました。

連結財務ハイライト
売上高 営業利益

193億67百万円 前期比6.7％減 ４億47百万円 前期比54.5％減

経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益

５億72百万円 前期比44.6％減 36百万円 前期比93.6％減

（2）当社グループのセグメント別売上高の内訳

期 別

区 分

第76期
（2025年３月期）

第77期（当連結会計年度）
（2026年３月期）

売上高 構成比 売上高 構成比 増減額
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円

日 本 14,166 68.2 12,653 65.3 △1,512
東 ア ジ ア 5,287 25.5 5,024 25.9 △263
東 南 ア ジ ア 2,268 10.9 2,430 12.6 161
北 中 米 357 1.7 660 3.4 303
セグメント間の取引消去 △1,312 △6.3 △1,401 △7.2 △89

合 計 20,766 100.0 19,367 100.0 △1,399
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セグメント別売上高構成比

（注） 各セグメントの数値は、セグメント間の内部売上高（7.2％）を含んでおります。

（3）資金調達等についての状況
① 資金調達

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関３社と総額15億円のコミ
ットメントライン（特定融資枠契約）を締結しております。この契約に基づく当連結会計
年度末の借入未実行残高は15億円であります。

② 設備投資
当社グループは、当連結会計年度において総額２億１百万円の設備投資を実施いたしま

した。主なものは、当社における研究開発用装置の取得２千３百万円、社用車更新２千６
百万円、川田機械製造（上海）有限公司における工場外壁工事３千９百万円であります。
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（4）財産及び損益の状況の推移
期 別

区 分
第74期

（2023年３月期）
第75期

（2024年３月期）
第76期

（2025年３月期）
第77期（当連結会計年度）
（2026年３月期）

売 上 高 (百万円) 18,826 24,494 20,766 19,367
経 常 利 益 (百万円) 813 1,414 1,033 572
親会社株主に帰属
する当期純利益 (百万円) 351 929 576 36

１株当たり当期純利益(円) 50.34 133.10 82.53 5.29
総 資 産 (百万円) 25,171 26,741 25,304 24,092
純 資 産 (百万円) 11,760 12,642 13,480 13,458
１ 株 当 た り 純 資 産 ( 円 ) 1,653.58 1,777.84 1,893.21 1,885.62
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（5）対処すべき課題
① 会社の経営の基本方針
イ）社是

われわれは「三力」をもって生産に励み、社運の伸展につくし、企業を通じて社会の
平和と繁栄に寄与せんことを期する

知力 価値を生み出すのは知力である
全知をつくして方法を考え力強く実行しよう

努力 一歩前進するにも努力がいる
苦難を克服し向上発展の道を一すじに進もう

協力 ひとりの力には限界がある
みんな力を出しきり一つに結ぼう

ロ）経営理念
「プラスチックをはじめとする粉粒体による製品製造現場において、省力化機器のス

ペシャリストとして、お客様のニーズにマッチした、品質の高い、他社の追随を許さな
いオンリーワン製品をお届けすることにより、社会に貢献する」

１．市場が求めるものを常に探求し、お客様に喜ばれる製品・サービスを提供する。
２．お客様が製造する消費財・生産財を通じて、世界の人々のより豊かで安全な暮ら

しに貢献する。
３．従業員の自主性と働きがいを重視し、会社を持続的に成長させる。
４．株主、取引先、地域社会の皆様から、「いい会社」と呼ばれる会社になる。

ハ）サステナビリティに関する考え方と取組み
当社グループは、「社是」、「経営理念」を継続的に推進・実行することで、環境、社

会、経済の各課題に真摯に取り組み、国連サミットで採択された「持続可能な開発目標
（ＳＤＧｓ）」の達成に貢献します。

また、会社を持続的に成長させるためには、優秀な人材の確保と人材育成が重要な経
営課題の一つとして捉えています。従業員の自主性を尊重し、働きがいのある会社とし
て、お客様に喜ばれる製品・サービスを提供することを目指します。

１．ガバナンス
当社グループは、環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題に適切に
対応し、課題への対応状況等については、取締役会に適宜報告することとしてお
ります。
また、報告内容を踏まえ、社外取締役を含め多様な視点から検証・協議を行って
おります。
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２．人的資本に関する戦略
当社グループは、「企業の成長」と「個人の成長」を目的として、自ら考え行動
できる自律型人材を支援し、育てることを方針として、人材育成プログラムを実
施しており、併せて、人的資本への積極的な投資の一環として社内環境整備を行
っております。今後とも従業員一人ひとりの自主性と働きがい、個性を大切に
し、職場の安全と心身の健康を守るとともに、人権を尊重し、差別のない健全な
社内環境の整備に取り組んでいきます。

３．リスク管理
当社グループは、サステナビリティに関するリスクを含む事業等のリスク及び機
会に対応するためリスクマネジメント基本方針を定めており、リスクマネジメン
トの実践を通じ、事業の継続・安定的発展を確保していくこととしております。
また、リスクマネジメントを推進するためリスク審査委員会を設置し、リスクマ
ネジメントの個別検討課題ごとに当該委員会の構成員である担当執行役員が具体
策を検討・実行することとしております。
リスク審査委員会及び担当執行役員により検討されたリスクマネジメントに関す
る事項については、職制を通じて従業員に周知徹底を図り、取組みを実行してい
ます。
想定されるリスクに関しては、下記９種類について「発生可能性」及び「影響
度」を検討し、リスクマップで（Ａ）回避（Ｂ）移転（Ｃ）低減（Ｄ）保有の４
つに分類したうえでリスクの低減を図ります。
①特定事業分野への集中リスク、②原材料価格の上昇リスク、③価格競争激化の
リスク、④海外事業リスク、⑤為替レートの変動リスク、⑥人材の確保と育成の
リスク、⑦訴訟リスク、⑧自然災害、事故災害、重篤な感染症の流行のリスク、
⑨気候変動によるリスク

４．ＳＤＧｓへの取組み
①お客様の生産現場における、生産性の向上と省力化・省エネルギー・省資源化

への貢献
②お客様が生産する地球環境に優しい製品を通じての、世界の環境保全への貢献
③当社グループの事業活動における、生産性の向上と省力化・省エネルギー・省

資源化の推進
④お客様や当社グループにおける廃棄物削減のための取組みとリサイクルへの対

応の推進
⑤包摂的かつ持続可能な経済成長と生産的で働き甲斐のある人間らしい仕事の両

立
⑥開発目標達成のためのあらゆるステークホルダーとの連携・協働
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ニ）基本方針
当社グループは、プラスチック成形工場における合理化機器システムの製造販売に長

年携わっております。製造工程の省力化と加工材料のロス低減による環境への負荷軽減
を理念とし、チャレンジＣＥＳ（低コスト（Ｃ）、省エネ（Ｅ）、省スペース（Ｓ））を
製品開発指針として、当業界のリーディングカンパニーとして、高機能かつ操作性に優
れた独自製品を開発し新技術を世界に発信し続けるとともに、現場力を一層強化し収益
力の向上を図っております。更に、プラスチック成形関連分野で培った技術、ノウハウ
を応用して、電池、食品、化粧品等の新規販売分野を開拓・拡大していくことにより、
市場対応力のある企業として成長を続け、企業価値・株主価値を高めていくことを基本
方針としております。

② 中長期的な会社の経営戦略、対処すべき課題及び目標とする経営指標
当社グループの主力納入先であるプラスチック成形加工業界は、国内外での激烈な技

術革新と品質・価格競争の中にあります。
当社グループでは、かかる環境下、コア事業におきまして、生産拠点（日本、中国、

東南アジア）及び営業・サービス拠点（日本、中国、台湾、東南アジア、北中米）相互
の連携を強固にし、品質、コスト、納期、アフターサービスでの競争力を一層強化する
ことにより、グローバル化するユーザーニーズへ対応しマーケットシェアの拡大と収益
力の向上を図ってまいります。株主の皆様への還元（配当または自己株式の取得）を充
実させる一方で、高付加価値製品の開発や新規販売分野・地域の拡大、新規事業開発や
戦略投資等にも積極的に経営資源を投下することにより、市場対応力のある企業として
成長を続け、企業価値・株主価値を高めていくことを基本方針としております。資本コ
ストや株価を意識した経営を進め、中長期的には、グループとして安定的に当期利益
10億円以上、自己資本利益率（ＲＯＥ）８％以上を確保することと、連結配当性向30
％以上を基本として、自己資本配当率（ＤＯＥ）２％台を維持していくことを目標とし
ております。

当連結会計年度においては、総資産の減少により自己資本比率（前年度52.2％→54.7
％）が上昇しました。これに対し、売上高の減少と売上総利益率の低下により収益性

（売上高当期純利益率：前年度2.8％→当年度0.2％）が悪化し、自己資本利益率（ＲＯ
Ｅ）は0.3％と前連結会計年度の4.5％と比較して4.2％低下いたしました。配当につい
ては、連結配当性向30％以上を安定して確保する観点から１株当たり年間38.0円（中
間配当19.0円、期末配当19.0円）の配当を実施させていただくことにより、連結配当性
向は717.8％、自己資本配当率（ＤＯＥ）は2.0％（前年度は2.3％）となります。
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また、当社グループは、コーポレート・ガバナンスの強化、コンプライアンスの徹
底、人材の育成と強化等により、経営体質の一層の強化と透明性の向上を図ることを、
経営上の重点課題と位置付けております。なお、コーポレート・ガバナンスの詳細につ
きましては、㈱東京証券取引所に「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を提出
するとともに、当社ホームページ（https://www.kawata.cc/）に、社是・経営理念、
コーポレート・ガバナンス基本方針、社外役員独立性基準、グループ行動指針、環境理
念と方針、経営方針、中期経営計画等を開示しております。

株主の皆様におかれましては今後とも一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申
しあげます。
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（6）企業集団の主要な事業内容（2026年３月31日現在）
事 業 事業内容 主要製品

プ ラ ス チ ッ ク
製 品 製 造
機 器 事 業

プラスチック材料等の貯蔵、
輸送、混練、計量、乾燥、着
色等の各工程の合理化機器の
自動化システム及び金型の温
度調節機器(金型温度調節機及
び金型冷却機)及び粉砕機、環
境保全関連の各工程の合理化
機器の製造・販売・保守サー
ビス

輸送機（オートローダー）
輸送・計量・混合機（オートカラー）
高速混合機（スーパーミキサー）
金型温度調節機器（ジャストサーモ、ダイナサーモ、ダイナクール）
乾燥機（チャレンジャー）
大型乾燥機
原料受入貯蔵システム
原料自動分配供給システム
原料計量混合システム
プラスチック粉砕機

（7）主要な営業所及び工場並びに従業員の状況（2026年３月31日現在）
① 主要な営業所及び工場
（イ）当社の主要な営業所及び工場
名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

本 社 大 阪 市 西 区 名 古 屋 営 業 所 名 古 屋 市 東 区
大阪第二オフィス 大 阪 市 西 区 大 阪 営 業 所 大 阪 市 西 成 区
仙 台 営 業 所 仙 台 市 太 白 区 広 島 営 業 所 広 島 市 南 区
埼 玉 営 業 所 埼 玉 県 川 口 市 九 州 営 業 所 福 岡 市 博 多 区
東 京 営 業 所 東 京 都 中 央 区 三 田 工 場 兵 庫 県 三 田 市
南 関 東 営 業 所 神 奈 川 県 厚 木 市 東 京 工 場 埼 玉 県 川 口 市
静 岡 営 業 所 静 岡 市 駿 河 区 大 阪 工 場 大 阪 市 西 成 区

（注） 大阪工場の一部は子会社である㈱サーモテックへ賃貸しております。
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（ロ）子会社の主要な事業所
名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

カ ワ タ U.S.A. INC. 米 国 イ リ ノ イ 州 カワタマシナリーベトナムC O . , L T D . ベトナム社会主義共和国ハノイ市
カワタマシナリーメキシコS.A. DE C.V. メキシコ合衆国ケレタロ州 川田機械製造（上海）有限公司 中華人民共和国上海市
カワタパシフィックP T E . L T D . シ ン ガ ポ ー ル 国 川田機械香港有限公司 中華人民共和国香港特別行政区
カワタタイランドC O . , L T D . タ イ 国 バ ン コ ク 市 川田國際股份有限公司 中華民国台湾省新竹市
カワタマーケティングS D N . B H D . マレーシア国ネゲリセムビラン州 ㈱ サ ー モ テ ッ ク 大 阪 市 西 成 区
PT.カワタインドネシア インドネシア共和国西ジャワ州 エム・エルエンジニアリング㈱ 静 岡 県 藤 枝 市
PT.カワタマーケティングインドネシア インドネシア共和国ジャカルタ首都特別州 ㈱ レ イ ケ ン 東 京 都 中 央 区

② 従業員の状況
（イ）企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減
734名 （減）68名

（注） 従業員数が前連結会計年度末に比べ大幅に減少しましたのは、定年退職及び自己都合退職に加え、中国
子会社における事業体制の再構築に伴う人員減によるものです。

（ロ）当社の従業員の状況
従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

239名 （減）３名 42.6歳 12.0年
（注） 従業員数は就業人員であり、使用人兼務取締役、出向社員（関係会社への出向者10名）、契約社員、パ

ートタイマー及び嘱託再雇用社員は含んでおりません。
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（8）重要な子会社の状況（2026年３月31日現在）
名 称 出資比率 主要な事業内容

カワタU.S.A. INC.
（KAWATA U.S.A. INC.）

（％）
100.0 プラスチック製品製造機器の販売及びサー

ビス業務

カワタマシナリーメキシコS.A. DE C.V.
（KAWATA-MACHINERY MEXICO S.A. DE C.V.） 100.0 プラスチック製品製造機器の販売及びサー

ビス業務
カワタパシフィックPTE. LTD.

（KAWATA PACIFIC PTE. LTD.） 100.0 プラスチック製品製造機器の販売及びサー
ビス業務

カワタタイランドCO., LTD.
（KAWATA（THAILAND）CO., LTD.） 60.0 プラスチック製品製造機器の販売及びサー

ビス業務
カワタマーケティングSDN.BHD.

（KAWATA MARKETING SDN.BHD.） 100.0 プラスチック製品製造機器の販売及びサー
ビス業務

PT. カワタインドネシア
（PT. KAWATA INDONESIA） 100.0 プラスチック製品製造機器の製造及び販売

PT. カワタマーケティングインドネシア
（PT. KAWATA MARKETING INDONESIA） 100.0 プラスチック製品製造機器の販売及びサー

ビス業務
カワタマシナリーベトナムCO., LTD.

（KAWATA MACHINERY（VIETNAM）CO., LTD.） 80.4 プラスチック製品製造機器の販売及びサー
ビス業務

川 田 機 械 製 造 （上 海） 有 限 公 司 100.0 プラスチック製品製造機器の製造、販売及
びサービス業務

川 田 機 械 香 港 有 限 公 司 100.0 プラスチック製品製造機器の販売及びサー
ビス業務

川 田 國 際 股 份 有 限 公 司 100.0 プラスチック製品製造機器の販売及びサー
ビス業務

㈱ サ ー モ テ ッ ク 100.0 金型温度調節機器、水関連機器の製造及び
販売

エ ム ・ エ ル エ ン ジ ニ ア リ ン グ ㈱ 100.0 プラスチック製品製造機器の製造、販売及
びサービス業務

㈱ レ イ ケ ン 100.0 金型温度調節機器の販売、水関連機器の製
造、販売及びサービス業務

（注） PT.カワタインドネシアの出資比率は川田機械製造（上海）有限公司の出資に係る間接出資割合10.0％
を、PT.カワタマーケティングインドネシアの出資比率はカワタパシフィックPTE.LTD.の出資に係る
間接出資割合49.0％を、カワタマシナリーベトナムCO.,LTD.の出資比率はカワタタイランド
CO.,LTD.の出資に係る間接出資割合29.4％を、㈱サーモテックの出資比率は㈱レイケンの出資に係る
間接出資割合35.0％を、それぞれ含んでおります。
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（9）主要な借入先及び借入額（2026年３月31日現在）
借 入 先 借 入 残 高

㈱ 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 2,096百万円
㈱ り そ な 銀 行 930百万円
㈱ 南 都 銀 行 480百万円
㈱ 清 水 銀 行 415百万円
㈱ 山 陰 合 同 銀 行 344百万円
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２．株式に関する事項（2026年３月31日現在）
（1）発行可能株式総数 20,000,000株

（2）発行済株式の総数 7,210,000株（自己株式128,308株）

（3）株 主 数 8,636名

（4）大 株 主
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

カ ワ タ 共 伸 会 556千株 7.85％
カ ワ タ 従 業 員 持 株 会 270 3.81
㈱ 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 227 3.20
島 根 良 明 124 1.75
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 110 1.56
明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 110 1.55
大 阪 中 小 企 業 投 資 育 成 ㈱ 110 1.55
日 本 シ ス テ ム コ ン ト ロ ー ル ㈱ 109 1.54
松 井 証 券 ㈱ 102 1.45
松 井 久 光 102 1.44

（注）1. 持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。
2. 当社は、自己株式を128,308株所有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
3. 持株比率は自己株式（128,308株）を控除して計算しております。なお、当社は信託型株式報酬制

度を導入しており、日本マスタートラスト信託銀行㈱（役員報酬ＢＩＰ信託口・76451口）が当社
株式を96,058株を取得しておりますが、当該自己株式に含めておりません。

4. 持株比率のパーセントは、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。

（5）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。

区 分 株 式 数 交付対象者数
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。） 4,601株 1名

（注）1. 当社の株式報酬の内容につきましては「3．会社役員に関する事項（3）取締役の報酬等」（30〜33
ページ）に記載のとおりであります。

2. 上記は退任した当社役員に対して交付されたものであります。
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３．会社役員に関する事項
（1）取締役の氏名等（2026年３月31日現在）

地 位 氏 名 担 当 重要な兼職の状況
代 表 取 締 役
取 締 役 社 長 白 石 亙 グループ経営担当

（管 理）
カワタU.S.A. INC. 代表取締役社長
川田機械製造（上海）有限公司 董事長

取 締 役 白 井 英 徳
グループ経営担当
（製 造 ・ 開 発）
執 行 役 員
品質保証部門統括

川田國際股份有限公司 董事長

取 締 役 橋 本 敏 郎
グループ経営担当
（営業・サービス・事業企画）
執 行 役 員
営業企画部門統括

取 締 役
（常勤監査等委員）
（独 立 役 員）

田 端 久 和

取 締 役 （社 外）
（監 査 等 委 員）
（独 立 役 員）

佐々木 清 一 梅田中央法律事務所 代表弁護士

取 締 役 （社 外）
（監 査 等 委 員）
（独 立 役 員）

玉 置 繁 之 玉置公認会計士事務所 公認会計士

（注）1. 取締役（監査等委員）田端久和、佐々木清一及び玉置繁之の各氏は、社外取締役であります。
2. 取締役（監査等委員）玉置繁之氏は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有

しております。
3. 当社は、執行役員制度を導入しており、2026年３月31日現在の執行役員は８名（うち、取締役との

兼務者は２名）であります。
4. 当社は、取締役からの情報収集、取締役会をはじめとする重要会議の出席、内部監査部門との連携

強化など、監査等委員会の監査・監督機能の実効性を高めるため、田端久和氏を常勤の監査等委員
に選定しております。
なお、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田端久和氏、委員 佐々木清一、玉置繁之の両氏

5. 当社は、取締役（監査等委員）田端久和、佐々木清一及び玉置繁之の各氏全員を、当社の「社外役
員独立性基準」に基づき、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

6. 当社の社外役員の独立性基準は、株主総会参考書類の第３号議案「監査等委員である取締役２名選
任の件」（注）５.（12ページ）に記載のとおりであります。
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（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項及び当社定款に基づき、取締役（監査等委員）田端久和、

佐々木清一及び玉置繁之の各氏との間で、それぞれ同法第423条第１項の損害賠償責任を限
定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定す
る額としております。

（3）取締役の報酬等
①当事業年度に係る取締役の報酬等の額

区 分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の人数（名）と総額（千円）
固定報酬 業績連動報酬

金銭報酬 非金銭報酬
基本報酬 賞 与 信託型株式報酬

人数 総額 人数 総額 人数 総額

取 締 役
（監査等委員を除く） 47,270 ４ 28,770 ３ 10,480 ３ 8,020

う ち、 社 外 取 締 役 − − − − − − −

取 締 役
（監 査 等 委 員） 25,986 ３ 25,986 − − − −

うち、社外取締役（監査等委員） 25,986 ３ 25,986 − − − −
計 73,256 ７ 54,756 ３ 10,480 ３ 8,020

（注）1. 上記の賞与の額は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額を記載しております。
2. 上記の信託型株式報酬の額は、当事業年度に係る役員報酬BIP（Board Incentive Plan）信託にお

ける役員株式給付引当金繰入額を記載しております。
3. 上記のほか、使用人兼務取締役の使用人部分における基本報酬として３名23,763千円、業績連動報

酬（賞与）として３名8,950千円を支払っております。
②役員報酬の方針等
（イ）役員報酬の決定方針

当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、そ
の内容は次のとおりであります。

・役員報酬に対する「透明性」「公正性」「客観性」を確保しております。
・役員報酬の年額については、監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役

とを区別して株主総会において総額の限度額を決定しております。
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・監査等委員でない取締役については、役員報酬の一部を業績連動とすることによ
り、業績向上に対するインセンティブを強化しております。

・個別の報酬等の額を決定する場合には、各々の職位等を勘案した内規に基づき、
適切な比較対象となる他社の報酬等の水準や第三者による国内企業経営者の報酬
に関する調査等を参照しつつ、報酬等の額の適正性を判断しております。この場
合、当社における他の役職員の報酬等及び当社グループ内における他の会社の役
職員の報酬等の水準等も考慮しております。

・全ての取締役は、役員持株会に任意で入退会をすることができ、入会者は月額報
酬のうち一定額を拠出し、当社株式の取得に充当することにより報酬の一部が中
長期的なインセンティブに繋がるようにしております。

役員報酬の方針は、当社の「コーポレート・ガバナンス基本方針」において規定し
ております。「コーポレート・ガバナンス基本方針」は、当社取締役会の決議をもって
制定及び改訂をしており、当社ホームページに掲載しております。

（ロ）役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2020年６月25日開催の第71期定時

株主総会において、年額200,000千円以内と決議いただいております。なお、当該決
議にかかる取締役の員数は４名であります。

また、上記報酬等とは別に、社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住
者を除く当社の取締役に対する信託型株式報酬制度にかかる報酬限度額は、2020年６
月25日開催の第71期定時株主総会において、2021年３月31日で終了する事業年度か
ら連続する３事業年度（信託期間の延長が行われた場合には、以降の各３事業年度）
を対象として、120,000千円と決議いただいており、当該決議にかかる取締役の員数
は３名であります。

取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年６月29日開催の第67期定時株主総
会において、年額60,000千円以内と決議いただいております。なお、当該決議にかか
る取締役（監査等委員）の員数は４名であります。

（ハ）役員報酬の決定方法及び当事業年度にかかる取締役の個別報酬等の内容が当該方針
に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個別報酬等の額につきましては、最高経営責任者（代表取締役社長）、監査

等委員である取締役及び独立社外取締役にて審議を行った後、取締役会にて決議いた
しております。また、取締役会への上程にあたっては、監査等委員である取締役及び
独立社外取締役との事前協議の場を設け記録を残すとともに、その意見を十分に尊重
することといたしております。

以上のことから、取締役会は取締役の個別報酬等の内容について決定方針に沿うも
のであると判断しております。
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（ニ）報酬構成と業績指標を選択した理由
監査等委員でない取締役の報酬は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの

一つとして機能するよう、定額の固定報酬の他に、業績評価を反映した業績連動報酬
（賞与）と業績連動型株式報酬（信託型株式報酬）にて構成しております。また、監査
等委員である取締役の報酬は、内規に基づく定額報酬のみで構成しており、その報酬
額は、監査等委員である取締役の役割・職務の内容を勘案し、監査等委員会での協議
により決定いたします。

業績連動報酬（賞与）は、連結売上高、連結経常利益それぞれの達成率及び前期増
減率に加えて、管掌ごとの目標達成率に定性評価を加味しており、具体的な割合は下
記のとおりであります。これらの指標を組み合わせることにより、取締役の単年度の
成果を多角的に評価できると考えております。

役 位 連結売上高、連結経常利益それぞれの
達成率及び前期増減率に係る割合

管掌ごとの目標達成率
（含 定性評価）に係る割合

代表取締役 100％ ―
取 締 役 60％ 40％

業績連動型株式報酬（信託型株式報酬）は、連結経常利益率、連結ＲＯＥ（自己資
本利益率）、連結ＥＰＳ（１株当たり純利益）の当該年度までの３年平均の目標値に対
する達成度に応じ決定し、それぞれの評価割合は40：30：30としております。また、
業績連動係数の変動幅は、０％〜150％としております。これらの指標を組み合わせ
ることにより、取締役の中長期的な視点に基づいた業績の向上と企業価値の増大への
貢献度を評価できると考えております。

（ホ）業績連動報酬等の算定に用いた業績指標の実績値
報酬区分 業績指標 実 績 値

業 績 連 動 報 酬
（賞 与）

連 結 売 上 高 達 成 率 104.1％
連 結 経 常 利 益 達 成 率 139.7％
連結売上高前期増減率 93.3％
連結経常利益前期増減率 55.4％

業 績 連 動 型 株 式 報 酬
（信 託 型 株 式 報 酬）

連結経常利益率達成率（３年平均） 91.4％
連結ＲＯＥ達成率（３年平均） 52.2％
連結ＥＰＳ達成率（３年平均） 40.9％

（注）1. 業績連動報酬（賞与）につきましては、上記の業績指標のほか、管掌ごとの目標達成率
に定性評価を加味して支給額を算定しております。

2. 業績連動型株式報酬（信託型株式報酬）における業績指標は３事業年度の平均で算定し
ております。
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（ヘ）業績連動型株式報酬の内容
当社は、2020年６月25日開催の第71期定時株主総会における決議に基づき、社外

取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く当社の取締役に対して、信
託型株式報酬制度を導入しております。本制度は、役員報酬ＢＩＰ（Board
Incentive Plan）信託と称される仕組みを採用しており、当社が拠出する取締役の報
酬額を原資として当社株式が信託を通じて取得され、当該信託を通じて取締役に当社
株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭の交付及び給付を行う株式報酬制度です。
なお、交付及び給付の時期は、取締役の退任時としております。

（4）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役等が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにする

ために、当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員及び管理職の地位にある従業員を被保
険者として、役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約では、被保険者で
ある取締役等がその職務の遂行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及にかかる請
求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。ただ
し、法律違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されない
など、一定の免責事由があります。保険料は特約部分も含め会社が全額負担しており、被保
険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約には免責額の定めを設けており、当
該免責額までの損害については填補の対象としないこととされています。なお、当社は毎年
11月１日に当該保険契約を更新しております。
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（5）各社外役員の主な活動状況と役割
区 分 氏 名 主な活動状況と役割

取 締 役
（常勤監査等委員） 田 端 久 和

当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席（出席率100.0％）、監
査等委員会14回全てに出席（出席率100.0％）し、主に事業会社の経営管
理、財務及び会計に関する経験・見識から適宜発言及び助言があり、当社
が社外取締役として期待する独立した客観的な立場から経営陣の監督に務
めており、その役割を果たしております。

取 締 役
（監 査 等 委 員） 佐々木 清 一

当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席（出席率100.0％）、監
査等委員会14回全てに出席（出席率100.0％）し、主に弁護士としての専
門的見地から適宜発言及び助言があり、当社が社外取締役として期待する
独立した客観的な立場から経営陣の監督に努めており、その役割を果たし
ております。

取 締 役
（監 査 等 委 員） 玉 置 繁 之

当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席（出席率100.0％）、監
査等委員会14回全てに出席（出席率100.0％）し、主に公認会計士として
の専門的見地から適宜発言及び助言があり、当社が社外取締役として期待
する独立した客観的な立場から経営陣の監督に努めており、その役割を果
たしております。

（6）取締役会の実効性評価
当社は、取締役会の更なる実効性向上を図るため、取締役会の実効性評価アンケートを実

施し、分析・評価を行っております。主な評価項目は以下のとおりであります。
①取締役会の構成（全体の員数、多様性、独立社外取締役の員数）
②取締役会の運営方法（資料配布時期、開催頻度、取締役のトレーニング、事務局体制）
③取締役会の議題・議事進行（付議事項の範囲、審議時間の確保、議論の質、社外役員の

知見の活用）
④社外役員に対する情報提供（社外役員への適時適切な情報提供）
当該アンケートの結果につきましては、取締役会において評価・分析を実施し、取締役会

の更なる実効性向上に繋げてまいります。
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４．会計監査人に関する事項
（1）名称

EY新日本有限責任監査法人

（2）会計監査人に対する報酬等の額
① 公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 43,575千円
② 公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務に係る報酬等の額 −千円
③ 当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 43,575千円
（注）1. 当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査報酬

とを区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の金額にはこれらの合計額を記載してお
ります。

2. 監査等委員会は、当該事業年度の監査計画に係る監査日数・配員計画等から見積もられた報酬額に
関する会計監査人の説明をもとに、前年実績の評価を踏まえ算定根拠等について確認し、その内容
は妥当であると判断したため、会社法第399条第１項の同意を行っております。

3. 当社の一部の連結子会社につきましては、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けておりま
す。

（3）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合、また監査の適正性をより高

めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、会計監査人の解任または
不再任に関する株主総会の議案の内容を決定することとします。

会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、
監査等委員会は監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、
監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会
計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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５．業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容及び運用状況
の概要

（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
会社の業務執行が全体として適正かつ健全に行われるために、取締役会は企業統治を一層

強化する観点から、実効性ある内部統制システムの構築と会社による全体としての法令定款
遵守の体制の確立に努める。また、監査等委員会はこの内部統制システムの有効性と機能を
監査し、課題の早期発見と是正に努めることとする。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、取締役会議事録、決裁後の稟議書など重要な意思決定の記録については、「文

書管理規程」及び「稟議規程」などの社内規程に則り作成、保存し管理する。各取締役の要
求があるときは、これを閲覧に供する。

（3）当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
１）企業経営に対する重大なリスクに適切かつ迅速に対応するためにリスク審査委員会を編

成し、リスク情報の収集と分析を行う。あわせて、その予防と緊急時の対応策を整備
し、当社グループ全体のリスクを統括的に管理する。また、緊急事態が発生した際の対
応については、その連絡体制・行動指針などを明確にする。

２）当社の内部監査部門が子会社のリスク管理の状況について監査を行う。

（4）取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
１）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締

役会を月１回定期的に開催するほか、販売会議、業績検討会議を月１回開催するものと
する。

２）取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権
限規程」において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定めるも
のとする。

３）経営企画担当部署は、中期経営計画及び年度事業計画を立案し、全社的な目標を設定
し、取締役会にて決定する。取締役社長は、各部門より業績のレビューと改善策を業績
検討会議にて報告させ、具体的な施策を実施させるものとする。
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（5）次に掲げる体制その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する
ための体制

イ 子会社の取締役、業務を執行する社員、会社法第598条第１項の職務を行うべき者その
他これらの者に相当する者（ロ及びハにおいて「取締役等」という。）の職務の執行に
係る事項の当社への報告に関する体制

「関係会社管理規程」を定め、同規程に基づく当社への決裁・報告制度によりグルー
プ各社の経営管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行うものとする。

ロ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
１）カワタ経営理念に基づき、グループの中期経営計画及び年度計画を策定する。
２）関係会社主管者会議を定期的に開催し、グループ全体の経営の基本戦略の策定を行

う。
ハ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制
１）グループ全体に適用される「グループ行動指針」を策定し、当社グループ各社におけ

るコンプライアンス経営の推進を支援する。
２）当社の監査・内部統制室が当社グループ子会社の内部監査を行い、内部統制の整備を

支援する。

（6）監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人
に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当社の使用人を

任命する。また、重要事項については、監査・内部統制室が、適宜、監査等委員会の補助体
制をとることとする。

（7）監査等委員会の（6）の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効
性の確保に関する事項

１）当社の使用人については、その独立性を確保するために、任命及び解任並びに人事異動
については、監査等委員会の同意を必要とするとともに、当該使用人の評価・懲戒に関
する決定は、監査等委員会と事前に協議したうえで、取締役社長がこれを決定する。

２）当社の使用人の選任については、監査等委員である取締役の指揮命令に基づき監査機能
の一翼を担う重要な役割を果たすことに鑑み、その経験・知見・行動力を十分に考慮す
る。
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（8）次に掲げる体制その他の監査等委員である取締役への報告に関する体制
イ 監査等委員でない取締役及び使用人が監査等委員である取締役に報告をするための体制

１）監査等委員でない取締役が報告すべき事項及びその体制
法令、定款に違反するおそれのある場合、会社に著しい損害をおよぼすおそれのある
事実を発見した場合は、当該事実に関する事項を監査等委員会に報告するものとす
る。また、法令の定めに従い、監査等委員である取締役は取締役会及び重要な会議に
出席する。

２）使用人が報告すべき事項及びその体制
「企業倫理ヘルプラインに関する規程」により、法令違反行為等に関する相談または
通報の適正な処理の仕組みを定め、不正行為等の早期発見と是正、通報者の保護を図
る。重大な法令違反、社内規程違反あるいは社会通念に反する行為等があった際は、
遅滞なく取締役会及び監査等委員である取締役に報告する。

ロ 子会社の取締役、業務を執行する社員、会社法第598条第１項の職務を行うべき者その
他これらの者に相当する者及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監
査等委員である取締役に報告をするための体制

１）子会社にて重大なコンプライアンス違反等の通報があった場合は、監査等委員である
取締役に報告し、調査結果及び是正結果を監査等委員会に報告する。

２）当社の内部監査部門が当社グループ子会社の内部監査を行い、内部監査結果を監査等
委員会に報告する。

（9）監査等委員である取締役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱い
を受けないことを確保するための体制
監査等委員である取締役へ報告をした者及びその内容については厳重な情報管理体制を整

備するとともに、報告を行った者が当該報告をしたことを理由として、解雇、降格、減給、
不利益な配置転換、報復措置等、当該事実をもって不利益な取扱いを行うことを禁止し、そ
の旨を当社グループの役職員に周知徹底することとする。
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（10）監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その
他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

１）取締役会は監査等委員会による監査に協力し、監査にかかる費用については、予算を措
置する。

２）監査等委員会は弁護士、公認会計士に相談や助言を求める、またはその他の社外の専門
家に対して事務の委託や調査を求めることができ、その費用は会社が負担するものとす
る。

（11）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は職務の遂行に必要と判断したときは、前項の定めのない事項においても取

締役及び使用人並びに会計監査人に対して報告を求めることができることとする。

（業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要）
当社の当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は次のとお

りであります。
（１）取締役会を月１回定期的に開催するほか、販売会議、業績検討会議を月１回開催し、

予算実績の分析・評価・対策を具体的に検討するとともに、法令・定款等への適合性
及び業務の適正性の観点から審議いたしました。

（２）監査等委員会を月１回定期的に開催し、監査方針、監査計画を協議決定し、取締役会
のほか、重要な会議への出席、業務及び財産の状況の監査、取締役の職務執行の監
査、法令・定款の遵守について監査をいたしました。

（３）当社の役職員が守らなければならない基本原則である「行動指針」を、経営方針発表
会にて配布・徹底を行っております。また、「グループ行動指針」を当社ホームペー
ジに開示し、監査・内部統制室による内部監査、自己監査にて海外を含めたグループ
会社の運用状況の確認及び指導を行いました。

（４）リスク審査委員会を月１回開催し、「リスクマネジメント基本規程」に基づき、リス
ク分析、各種リスクの管理状況の確認、改善等の審議を行い、取締役会に報告いたし
ました。

（５）当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制として、
「関係会社管理規程」にて定められた協議事項、報告事項の審議を行い、当社より関
係会社に助言、勧告、調整または指導を行いました。
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６．株式会社の支配に関する基本方針に関する事項
（1）当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、株式を上場して市場での自由な取引に委ねております。従って、当社は、当社経
営の支配権の移転を伴うような買付提案等に応じるかどうかの判断も、最終的には株主全体
の自由な意思に基づき行われるべきものと考えます。

当社の企業価値・株主共同の利益の向上に資するものであれば、当社の株式を大量に取得
し当社の経営に関与しようとする買付を否定するものではありませんが、当社株式の買付等
の提案を受けた場合に、それが当社の企業価値・株主共同の利益に影響を及ぼすか否かにつ
き当社株主の皆様が適切に判断されるためには、当社株式の買付等提案をした者による買付
後の当社の企業価値・株主共同の利益の向上に向けた取組み等について当社株主の皆様に十
分に把握していただく必要があると考えます。

しかしながら、当社株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、会社や株主に対して買
付に係る提案内容や代替案等を検討するための充分な時間や情報を提供しないもの、買付目
的や買付後の経営方針等に鑑み、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうことが明白であ
るもの、買付に応じることを株主に強要するような仕組みを有するもの、買付条件が会社の
有する本来の企業価値・株主共同の利益に照らして不十分または不適切であるもの等、当社
の企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれをもたらすものも想定されます。

当社は、このような企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買
付行為や買付提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当で
ないと考えます。

（2）基本方針の実現に資する特別な取組み
「会社の経営の基本方針」につきましては「１．企業集団の現況に関する事項（5）対処

すべき課題 ①会社の経営の基本方針」（20ページ）に、「中長期的な会社の経営戦略、対処
すべき課題及び目標とする経営指標」につきましては「１．企業集団の現況に関する事項

（5）対処すべき課題 ②中長期的な会社の経営戦略、対処すべき課題及び目標とする経営指
標」（22ページ）に、それぞれ記載のとおりであります。
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（3）基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務及び事業の方針の決定が支配されるこ
とを防止するための取組み
当社は、2025年５月12日の当社取締役会において、当社株式の大量取得行為に関する対

応策（以下、「本プラン」といいます。）を、株主総会において株主の皆様からご承認を受け
ることを条件として継続することを決議し、2025年６月26日開催の当社第76期定時株主総
会において、本プランを継続することの承認を得ております。

本プランは、当社株式に対する買付が行われた際、買付に応じるべきか否かを株主の皆様
が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保した
り、株主の皆様のために買付者と交渉を行うこと等を可能とするものであり、また、上記基
本方針に反し、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する買付等を阻止し、当社の企業価
値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的としています。

本プランは、（ⅰ）当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20％
以上となる買付等、（ⅱ）当社が発行者である株式等について、公開買付に係る株式等の株
式等所有割合及びその特別関係者の株式等所有割合の合計が20％以上となる公開買付（以
下、「買付等」と総称します。）を対象とします。

当社の株式等について買付等が行われる場合、当該買付等に係る買付者等には、当社取締
役会が別段の定めをした場合を除き、買付者等の買付内容の検討に必要な情報及び本プラン
に定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面の提出を求めます。その後、買付
者等から提出された情報や当社取締役会からの意見や根拠資料、当該買付等に対する代替案

（もしあれば）が、当社経営陣から独立した者（現時点においては社外取締役２名及び社外
有識者１名）から構成される独立委員会に提供され、その評価、検討を経るものとします。
独立委員会は、必要があれば、外部専門家等の助言を独自に得たうえ、買付内容の評価・検
討、当社取締役会の提示した代替案の検討、買付者等との交渉、株主に対する情報開示等を
行います。

独立委員会は、買付者等が本プランに規定する手続きを遵守しなかった場合、または当該
買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉の結果、買付者等による買付等が当社の企業
価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等であるなど、本プ
ランに定める要件のいずれかに該当し新株予約権の無償割当てを実施することが相当である
と判断した場合には、独立委員会規程に従い、当社取締役会に対して、新株予約権の無償割
当てを実施することを勧告します。

当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して新株予約権の無償割当ての実施
または不実施の決議を行うものとします。当社取締役会は、上記決議を行った場合速やか
に、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行いま
す。
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本プランの有効期間は、2028年６月開催予定の定時株主総会の終結の時までです。ただ
し、当該有効期間の満了前であっても、（ⅰ）当社の株主総会において本プランを廃止する
旨の決議が行われた場合、または、（ⅱ）当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議
が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになります。

本プラン導入後であっても、新株予約権の無償割当てが実施されていない場合、株主及び
投資家の皆様に直接具体的な影響が生じることはありません。他方、本プランが発動され、
新株予約権の無償割当てが実施された場合、株主の皆様が、新株予約権行使の手続きを行わ
ないと、その保有する株式が希釈化される場合があります（ただし、当社が当社株式を対価
として新株予約権の取得を行った場合、株式の希釈化は生じません。）。

（4）具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
前記（2）に記載した当社の中長期的な企業価値向上のための取組みは、当社の企業価

値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたも
のであり、当社の基本方針に沿うものです。

また、本プランは、前記（3）に記載のとおり当社の企業価値・株主共同の利益を確保・
向上させる目的をもって導入されたものであり、当社の基本方針に沿うものです。特に、本
プランは、株主総会において株主の承認を得たうえで導入されたものであること、その内容
として独立性の高い者のみから構成される独立委員会が設置されており、本プランの発動に
際しては必ず独立委員会の判断を経ることが必要とされていること、独立委員会は当社の費
用で第三者専門家の助言を得ることができるとされていること、合理的な客観的発動要件が
設定されていること、有効期間が最長約３年と定められたうえ、取締役会により何時でも廃
止できるとされていることなどにより、その公正性・客観性が担保されており、高度の合理
性を有し、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位
の維持を目的とするものではありません。

（注） 本事業報告中の記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
契 約 資 産
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

17,038,016
7,438,399
5,299,180

555,384
603,217
886,186

1,813,812
476,085

△34,251
7,054,568
5,219,732
2,978,830

343,392
1,657,205

126,827
1,664

111,812
881,109
881,109
953,726
676,137
84,611

195,961

△2,984

流 動 負 債 6,552,650
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 1,754,028
短 期 借 入 金 2,587,856
リ ー ス 債 務 52,713
未 払 法 人 税 等 199,914
契 約 負 債 811,849
製 品 保 証 引 当 金 76,466
役 員 賞 与 引 当 金 51,650
そ の 他 1,018,171

固 定 負 債 4,081,903
長 期 借 入 金 2,735,584
リ ー ス 債 務 80,939
繰 延 税 金 負 債 88,335
役 員 株 式 給 付 引 当 金 43,910
退 職 給 付 に 係 る 負 債 1,098,772
そ の 他 34,360

負 債 合 計 10,634,553
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 11,415,657
資 本 金 977,142
資 本 剰 余 金 1,069,391
利 益 剰 余 金 9,494,704
自 己 株 式 △125,580

その他の包括利益累計額 1,756,619
その他有価証券評価差額金 372,703
為 替 換 算 調 整 勘 定 1,383,916

非 支 配 株 主 持 分 285,753
純 資 産 合 計 13,458,031

資 産 合 計 24,092,584 負債及び純資産合計 24,092,584
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連 結 損 益 計 算 書
(2025

2026
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 19,367,545
売 上 原 価 13,707,753
売 上 総 利 益 5,659,792
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,211,843
営 業 利 益 447,948
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 44,920
為 替 差 益 85,788
補 助 金 収 入 27,138
増 値 税 還 付 金 15,634
そ の 他 43,314 216,796

営 業 外 費 用
支 払 利 息 65,745
支 払 解 決 金 9,744
そ の 他 16,390 91,880

経 常 利 益 572,864
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 7,003 7,003
特 別 損 失

固 定 資 産 除 売 却 損 10,017
会 員 権 評 価 損 460
構 造 改 革 費 用 151,077 161,554

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 418,313
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 412,874
法 人 税 等 調 整 額 △35,885 376,988
当 期 純 利 益 41,325
非支配株主に帰属する当期純利益 4,348
親会社株主に帰属する当期純利益 36,976
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貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産 6,490,077 流 動 負 債

買 掛 金
短 期 借 入 金
リ ー ス 債 務
未 払 金
未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
契 約 負 債
預 り 金
製 品 保 証 引 当 金
役 員 賞 与 引 当 金

固 定 負 債
長 期 借 入 金
長 期 預 り 金
リ ー ス 債 務
退 職 給 付 引 当 金
役 員 株 式 給 付 引 当 金

2,994,624
894,193

1,384,000
15,886
96,863

314,661
138,659
30,818
59,012
11,042
39,007
10,480

2,632,758
2,160,000

65,880
31,988

330,979
43,910

現 金 及 び 預 金 2,030,982
受 取 手 形 956,773
売 掛 金 1,806,910
契 約 資 産 448,642
製 品 35,371
材 料 683,187
仕 掛 品 494,469
前 払 費 用 24,427
そ の 他 9,312

固 定 資 産 6,420,610
有 形 固 定 資 産 2,732,343

建 物 1,117,284
構 築 物 16,144
機 械 装 置 183,570
車 両 運 搬 具 0
工 具 器 具 備 品 38,498
土 地 1,327,306
リ ー ス 資 産 47,875
建 設 仮 勘 定 1,664 負 債 合 計 5,627,382

無 形 固 定 資 産 313,041 （純 資 産 の 部）
ソ フ ト ウ エ ア 26,705 株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金
利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金
そ の 他 利 益 剰 余 金

土 地 圧 縮 積 立 金
別 途 積 立 金
繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金

6,927,176
977,142

1,069,391
1,069,391
5,006,223

128,660
4,877,563

57,122
1,840,000
2,980,440
△125,580
356,129
356,129

ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定 285,524
施 設 利 用 権 811
特 許 権 等 0

投 資 そ の 他 の 資 産 3,375,225
投 資 有 価 証 券 605,963
関 係 会 社 株 式 1,317,756
関 係 会 社 出 資 金 706,428
関 係 会 社 長 期 貸 付 金 1,445,178
長 期 前 払 費 用 1,858
繰 延 税 金 資 産 74,734
積 立 保 険 金 70,953
会 員 権 650
差 入 保 証 金 41,348
貸 倒 引 当 金 △889,820
破 産 更 生 債 権 等 176 純 資 産 合 計 7,283,305

資 産 合 計 12,910,688 負債及び純資産合計 12,910,688
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損 益 計 算 書
(2025

2026
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 9,100,532
売 上 原 価 6,692,074
売 上 総 利 益 2,408,458
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,769,969
営 業 利 益 638,488
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 286,844
為 替 差 益 69,531
固 定 資 産 賃 貸 料 70,414
そ の 他 17,662 444,452

営 業 外 費 用
支 払 利 息 36,180
コ ミ ッ ト メ ン ト ラ イ ン 手 数 料 7,224
固 定 資 産 賃 貸 費 用 28,484
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 257,810
そ の 他 12,099 341,800

経 常 利 益 741,141
特 別 損 失

固 定 資 産 除 売 却 損 0
会 員 権 評 価 損 460 460

税 引 前 当 期 純 利 益 740,681
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 216,834
法 人 税 等 調 整 額 77 216,912
当 期 純 利 益 523,768
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20 エレベータ

第77期定時株主総会会場ご案内図
大阪市北区梅田３丁目１番１号 ホテルグランヴィア大阪20階「鳳凰」

ＴＥＬ ０６−６３４４−１２３５（代表）

株主総会にご来場の株主様へのお土産のご提供は、行っておりません。
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